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第２号議案 

 

令和６年度桶川市一般会計補正予算（第９回） 

 

令和６年度桶川市の一般会計補正予算（第９回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３１，４３９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３０，４３７，４６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 既定の継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第３条 既定の繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和７年２月１９日提出 

桶川市長 小 野 克 典 



歳　入 (単位：千円）

1 市税 10,355,173 164,000 10,519,173

1 市民税 4,621,097 90,000 4,711,097

2 固定資産税 4,359,543 65,000 4,424,543

5 都市計画税 766,651 9,000 775,651

9 地方特例交付金 428,608 767 429,375

2 
新型コロナウイルス感染
症対策地方税減収補てん
特別交付金

0 767 767

10 地方交付税 3,851,192 330,204 4,181,396

1 地方交付税 3,851,192 330,204 4,181,396

12 分担金及び負担金 143,234 △ 2,977 140,257

1 負担金 143,234 △ 2,977 140,257

14 国庫支出金 5,438,130 96,817 5,534,947

1 国庫負担金 3,744,358 230,867 3,975,225

2 国庫補助金 1,677,219 △ 134,050 1,543,169

15 県支出金 1,934,602 41,472 1,976,074

1 県負担金 1,270,954 41,564 1,312,518

2 県補助金 504,911 10,587 515,498

3 委託金 158,737 △ 10,679 148,058

16 財産収入 36,585 3,999 40,584

1 財産運用収入 36,584 1,454 38,038

2 財産売払収入 1 2,545 2,546
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項



(単位：千円）

17 寄附金 74,836 △ 5,431 69,405

1 寄附金 74,836 △ 5,431 69,405

18 繰入金 1,034,666 △ 467,008 567,658

2 基金繰入金 958,732 △ 467,008 491,724

20 諸収入 858,141 △ 95,804 762,337

3 貸付金元利収入 83,132 △ 9,000 74,132

4 受託事業収入 103,381 △ 20,363 83,018

5 雑入 657,613 △ 66,441 591,172

21 市債 3,321,964 65,400 3,387,364

1 市債 3,321,964 65,400 3,387,364

30,306,023 131,439 30,437,462
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補正前の額 補　正　額 計款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



(単位：千円）

1 議会費 226,106 △ 2,243 223,863

1 議会費 226,106 △ 2,243 223,863

2 総務費 3,029,496 △ 27,903 3,001,593

1 総務管理費 2,392,501 △ 16,391 2,376,110

2 徴税費 321,077 △ 1,578 319,499

4 選挙費 61,123 △ 9,684 51,439

5 統計調査費 15,625 △ 250 15,375

3 民生費 13,765,923 359,196 14,125,119

1 社会福祉費 6,524,065 65,848 6,589,913

2 児童福祉費 5,874,960 164,290 6,039,250

3 生活保護費 1,366,897 129,058 1,495,955

4 衛生費 2,603,449 △ 137,489 2,465,960

1 保健衛生費 1,178,006 △ 129,675 1,048,331

2 清掃費 1,425,443 △ 7,814 1,417,629

5 労働費 70,759 185 70,944

1 労働諸費 70,759 185 70,944

6 農林水産業費 84,013 110 84,123

1 農業費 84,013 110 84,123

7 商工費 1,394,672 △ 8,472 1,386,200

1 商工費 1,394,672 △ 8,472 1,386,200
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補　正　額 計補正前の額
歳　出

款 項



(単位：千円）

8 土木費 2,594,057 4,242 2,598,299

1 土木管理費 234,272 0 234,272

2 道路橋梁費 792,590 △ 14,442 778,148

4 都市計画費 1,041,207 18,684 1,059,891

9 消防費 1,059,293 △ 959 1,058,334

1 消防費 1,059,293 △ 959 1,058,334

10 教育費 2,881,768 △ 53,826 2,827,942

1 教育総務費 524,961 △ 16,518 508,443

2 小学校費 598,924 3,109 602,033

3 中学校費 182,899 △ 13 182,886

4 社会教育費 819,374 △ 36,670 782,704

5 保健体育費 755,610 △ 3,734 751,876

12 公債費 2,566,484 △ 1,402 2,565,082

1 公債費 2,566,484 △ 1,402 2,565,082

30,306,023 131,439 30,437,462
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補　正　額 計補正前の額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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第２表　継続費補正

（変　更）

総　　額 年　　度 年　割　額 総　　額 年　　度 年　割　額

千円 千円

令和６年度３３１，０００

４４３，０００

令和６年度

令和５年度

千円千円

令和５年度

４２８，９１２

３１６，９１２

１１２，０００

款 項 事　業　名
補　正　前 補　正　後

３民生費
２児童福
　祉費

いずみの学
園整備事業

１１２，０００



（追　加）

款 項

　３　民生費 　１　社会福祉費 76,191

42,980

13,252

5,400

59,241

　４　都市計画費 12,000

愛宕東線整備事業

千円

江川調節池負担金 千円

定額減税補足給付金給付事業 千円

千円

　８　土木費

都市公園遊具更新等事業 千円

第３表　繰越明許費補正

事　　業　　名 金　　　額

千円

　２　道路橋梁費

道路橋修繕事業

第六川越街道踏切道改良事業
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第４表　地方債補正

（変  更）

補　　　　　　　　正　　　　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限度額 起債の方法 償　還　の　方　法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 政府資金については、その融通 千円

条件により、銀行その他の場合

普通貸借 はその債権者と協定した融通条 補正前 補正前 補正前

市役所駐車場整備事業 67,800 又　　は 件による。ただし、市財政の都 65,000 に同じ に同じ に同じ

証券発行 合により据置期間を短縮し、又

は繰上償還若しくは低利に借り

換えることができる。

いずみの学園整備事業 348,100 同　　上 同　　　上 331,700 同　上 同　上 同　上

道路整備事業 404,200 同　　上 同　　　上 482,800 同　上 同　上 同　上

公園整備事業 100,500 同　　上 同　　　上 99,000 同　上 同　上 同　上

駅東口開発事業 21,900 同　　上 同　　　上 49,200 同　上 同　上 同　上

旧機械器具置場解体事業 6,700 同　　上 同　　　上 5,800 同　上 同　上 同　上

冷風機整備事業 9,700 同　　上 同　　　上 8,700 同　上 同　上 同　上

体育館空調設備等整備事業 312,500 同　　上 同　　　上 277,000 同　上 同　上 同　上

学校施設整備事業 12,300 同　　上 同　　　上 39,900 同　上 同　上 同　上

川田谷生涯学習センター等外構
整備事業

159,000 同　　上 同　　　上 149,200 同　上 同　上 同　上

体育施設改修事業 1,500 同　　上 同　　　上 1,300 同　上 同　上 同　上

計 3,321,964 3,387,364

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

後の利率）

体金融機構資金について、

利率の見直しを行った後

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

起債の目的
利　　　率

同　　　上

5.0%以内（ただし、利率

においては、当該見直し

政府資金及び地方公共団

見直し方式で借り入れる

同　　　上
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第３号議案 

 

 

令和６年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算（第４回） 

 

令和６年度桶川市の国民健康保険特別会計補正予算（第４回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，７９２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７，１５１，９９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 



歳　入 (単位：千円）

4 繰入金 640,474 30,792 671,266

1 他会計繰入金 640,474 30,792 671,266

7,121,198 30,792 7,151,990 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

6 諸支出金 9,301 30,792 40,093

1 償還金及び還付加算金 9,301 30,792 40,093

7,121,198 30,792 7,151,990 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計
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桶川市介護保険特別会計補正予算(第３回) 
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第４号議案 

 

 

令和６年度桶川市介護保険特別会計補正予算（第３回） 

 

令和６年度桶川市の介護保険特別会計補正予算（第３回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５，３５６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ７，０６６，９８８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

1 保険料 1,603,221 31,418 1,634,639

1 介護保険料 1,603,221 31,418 1,634,639

2 国庫支出金 1,406,010 △ 67,430 1,338,580

1 国庫負担金 1,111,815 △ 7,651 1,104,164

2 国庫補助金 294,195 △ 59,779 234,416

3 支払基金交付金 1,775,309 △ 4,503 1,770,806

1 支払基金交付金 1,775,309 △ 4,503 1,770,806

4 県支出金 985,550 988 986,538

1 県負担金 955,185 337 955,522

2 県補助金 30,365 651 31,016

5 財産収入 2 124 126

1 財産運用収入 2 124 126

6 繰入金 1,082,301 24,047 1,106,348

1 一般会計繰入金 1,082,301 △ 1,552 1,080,749

2 基金繰入金 0 25,599 25,599

7,082,344 △ 15,356 7,066,988 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項



(単位：千円）

1 総務費 248,297 1,600 249,897

1 総務管理費 205,386 2,140 207,526

2 徴収費 6,802 50 6,852

3 介護認定費 36,109 △ 590 35,519

2 保険給付費 6,360,000 △ 22,500 6,337,500

1 介護サービス等諸費 5,887,000 △ 37,000 5,850,000

2 介護予防サービス等諸費 175,500 9,500 185,000

3 その他諸費 4,000 0 4,000

4 高額介護サービス費 155,000 2,000 157,000

5 
高額医療合算介護サービ
ス費

23,000 3,000 26,000

6 
特定入所者介護サービス
費

115,500 0 115,500

3 地域支援事業費 228,493 5,420 233,913

1 
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

199,846 6,000 205,846

2 介護予防事業費 8,615 △ 220 8,395

3 
包括的支援事業・任意事
業費

19,572 △ 400 19,172

4 その他諸費 460 40 500

4 基金積立金 127,221 124 127,345

1 積立金 127,221 124 127,345

7,082,344 △ 15,356 7,066,988
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歳　出
補　正　額 計補正前の額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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桶川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第４回) 
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第５号議案 

 

令和６年度桶川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回） 

 

令和６年度桶川市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７，８５４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１，３８０，５７６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

2 繰入金 267,037 △ 17,854 249,183

1 一般会計繰入金 267,037 △ 17,854 249,183

1,398,430 △ 17,854 1,380,576 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

2 
後期高齢者医療広域連合
納付金

1,349,326 △ 17,854 1,331,472

1 
後期高齢者医療広域連合
納付金

1,349,326 △ 17,854 1,331,472

1,398,430 △ 17,854 1,380,576 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計



 


